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午後１時００分開会 

 

○教育長 それでは、ただいまから本年第３回足

立区教育委員会臨時会を開会いたします。 

  本日の出席委員数は定足数であります。よっ

て会議は成立いたします。 

  それでは、これより審議に入ります。 

 

―───────◇──────── 

 

○教育長 初めに会議録署名員の指名をいたし

ます。本日の会議録署名員に近藤委員、小関委

員をご指名いたしますので、よろしくお願いい

たします。 

  それではこれからご審議いただきます日程

第１、第４４号議案、日程第２、第４５号議案

は、関連する議案ですので、一括で審議したい

と思います。 

  教育政策担当係長。 

○教育政策担当係長 日程第１、第４４号議案

「足立区育英資金条例の一部を改正する条例

の送付について」、日程第２、第４５号議案「足

立区育英資金条例施行規則の一部を改正する

規則の送付について」以上。 

○教育長 第４４号議案、第４５号議案について、

宮本学校運営部長から説明をお願いいたしま

す。 

  学校運営部長。 

○学校運営部長 第４４号議案と第４５号議案

は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、

経済的理由により大学等への就学が困難とな

っている方を対象に、足立区育英資金制度にお

きまして、緊急対策を実施するために必要な規

定を整備するための条例改正と規則改正でご

ざいます。 

  条例改正と規則改正の内容は、４ページと８

ページの説明資料に記載の通りでございます

が、今般実施する緊急対策の全体像をご理解い

ただくため、資料１０ページに基づいてご説明

をさせていただきます。 

  実施する緊急対策は３つを予定しておりま

す。まず１つ目は、すでに大学等を卒業し、社

会人となって育英資金を返済している約５９

０名を対象に、最大１年間返済を猶予する対策

でございます。毎月１５日までの申し出受付分

について、当月分から令和３年５月分までを返

済猶予いたします。手続きを簡素化致しまして、

申し出書の提出のみで可といたします。 

２つ目は、大学等の在校生で新規に貸付を希

望する方を対象に、１年分の貸付金を一括で貸

し付ける特別貸付を実施する対策でございま

す。貸付金額は記載のとおりで、先着１００名

まで随時受付いたします。 

３つ目は現在育英資金を借りている大学等

の在校生約１００名を対象に、追加で１０万円

を貸付、その１０万円は正規の修業年限で卒業

すれば返済を免除するという対策でございま

す。これらの対策のうち、１つ目の対策は要綱

の一部改正で実施することが可能でございま

すが、２つ目の対策は、育英資金条例施行規則

の一部改正が必要であり、また、３つ目の対策

は育英資金条例の一部改正と同条例施行規則

の一部改正が必要となります。条例改正と規則

改正の施行年月日は条例公布の日からでござ

います。説明は以上でございます。 

○教育長 ただいま説明がありましたので、これ

より本案の審議に入ります。 

  第４４号議案、第４５号議案についてご意見、

ご質問がありましたら委員のご発言をお願い

いたします。何か質疑はありますか。 

河本委員。 

〇河本委員 新型コロナウイルス対策というこ

とで、新たにこうした育英資金で救ってあげら

れる子がたくさんいることは良いと思います

が、スピード感をもってやっていただきたいと

思います。申請を出してからどのくらいの期間

で本人へお金が渡ることになるのでしょうか。 

○教育長 学務課長。 
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〇学務課長 ２番の特別貸付につきましては、育

英資金の審議会を通す必要がございますけれ

ども、審議会後、速やかにお支払いをする予定

となっております。遅くとも１か月から１か月

半後には、必要な方に支払いができる予定で進

めて行きたいと考えております。 

〇教育長 今回、１番と３番は先に申請書を送っ

てしまうので、返送していただければいいとい

うことで、手続きが非常に簡素化されておりま

す。 

他、何かございますか。 

近藤委員。 

〇近藤委員 非常に、重要な対応方法と思います。

それで、２番と３番ですが、それぞれ大学、短

大、専門学校の在校生１００名となっています

が、こちらではだいたいどれくらいの人数を見

込んでいるのでしょうか。良い対応であるため、

希望者にはこの対応が取れると良いと思いま

した。 

〇教育長 学務課長。 

〇学務課長 ２番の特別貸付につきましては、こ

れまでも貸付制度がございました。通常であれ

ば、令和２年度は高校生と大学生合わせて８０

名の貸付の募集をする予定でしたが、その辺の

数字を勘案して今回は大学生だけですけれど

も、１００名の貸付となっております。３番の

１００名に関しましては、約１００名と書いて

ございますが、今貸し付けを受けている方が１

１３名おりますので、この方々を対象にしてお

ります。 

〇教育長 ３番につきましては足立区育英資金

の貸付を受けている全員の方が対象です。貸付

を受けている、大学生、短大生あるいは専門学

校生で、もう辞めようかなと思っている方に１

０万円を支給し、踏みとどまって欲しいと思い

ます。 

  ２番の１００名ですけれども、希望者が１０

０名を超えるような時は考えたいと思ってお

り、国の方も奨学金の随時貸し付けを始めてい

るので、そこから漏れる、例えば成績が少し足

りないとかいう方がいれば、足立区で救えるの

ではないかなと思っています。 

 近藤委員。 

〇近藤委員 そのような幅も持たせてまずは１

００名ということですね。分かりました。 

〇教育長 他いかがでしょうか。 

小関委員。 

〇小関委員 具体的な支給方法ですが、例えば２

番などについて、本人あるいは世帯主のどちら

に対する支給となるのでしょうか。大学生、短

大生、専門学校の生徒となれば２０歳未満の学

生もいるかと思いますが、どのような形でお金

が支払われるのか、お聞きできればと思います。 

〇教育長 学務課長。 

〇学務課長 口座を開設していただきまして、そ

の口座の方にお振込みをする予定でおります。 

〇教育長 小関委員。 

〇小関委員 世帯主ではなく、本人にお支払いを

するということですか。 

〇教育長 学務課長。 

〇学務課長 本人に振り込みをする予定です。 

〇教育長 小関委員。 

〇小関委員 分かりました。 

〇教育長 足立区育英資金は保証人が２人必要

で、１人が保護者で、もう１人がそうでない方、

というルールなんですね。３番の１０万円につ

いては既に保証人が入っており、追加での対応

となるため、極めて早くできると考えます。他、

ございませんか。 

ないようですので、これより第４４号議案

「足立区育英資金条例の一部を改正する条例

の送付について」、第４５号議案「足立区育英

資金条例施行規則の一部を改正する規則の送

付について」を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方

の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○教育長 挙手全員であります。よって本案は、
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原案のとおり議決することにいたします。 

 

────────◇──────── 

 

○教育長 それでは日程第３、第４６号議案を議

題といたします。 

  教育政策担当係長。 

○教育政策担当係長 日程第３、第４６号議案

「足立区教育委員会事務局幹部職員の人事に

ついて」以上。 

○教育長 第４６号議案につきましては、事務局

幹部職員の人事に関する案件ですので、私から

説明をさせていただきます。 

説明資料１１ページをご覧ください。発令年

月日、令和２年５月１５日ですから本日付けで、

そこにあります子ども家庭部子ども施設運営

課長の望月副参事を子ども家庭部施設調整担

当に命じ、空きました子ども施設運営課長に島

田副参事を任ずる人事です。島田課長は地域の

ちから推進部絆づくり担当課長からの転任に

なります。以上です。何かご質疑はございませ

んか。 

  ないようですので、これより第４６号議案

「足立区教育委員会事務局幹部職員の人事に

ついて」を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方

の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○教育長 挙手全員であります。よって本案は原

案のとおり議決することにいたします。 

 

────────◇──────── 

 

〇教育長 その他に何かございますか。 

浅井委員。 

〇浅井委員 学校がこういった状態になって教

育委員会事務局もすごく大変な状況だと思う

のですけれども、日々の状況が変わっているの

で、教育委員同士では話合うのですが、教育委

員の意見を述べる場が少ないなという気がし

ています。こういう状況だからこそ何かしたい

という気持ちもありますので、もう少し意見を

述べる機会を作って欲しいなと思います。 

〇教育長 会議の作り方も検討しなければなら

ないのですが、できればオンラインで議論でき

るような仕組みを事務局でも考えております

ので、その節はよろしくお願いしたいと思いま

す。他、よろしいでしょうか。 

ないようですので、以上をもちまして、本年

第３回足立区教育委員会臨時会を閉会いたし

ます。 

お疲れさまでした。 

 

午後１時１２分閉会 

 



令 和 ２ 年 第 ３ 回 

足 立 区 教 育 委 員 会 臨 時 会 

 

日  時  令和２年５月１５日 金曜日 午後１時００分開議 

会  場    教育委員会室 

 

１ 議 事 日 程 頁 

日程第１  第４４号議案 足立区育英資金条例の一部を改正する条例の送付について…  ２ 

日程第２  第４５号議案 足立区育英資金条例施行規則の一部を改正する規則の送付について…   ７ 

日程第３  第４６号議案 【追加】足立区教育委員会事務局幹部職員の人事について… １１ 
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第４４号議案  

   足立区育英資金条例の一部を改正する条例の送付について  

 上記の議案を提出する。  

  令和２年５月１５日  

      提出者   足立区教育委員会教育長  定  野   司  

 

   足立区育英資金条例の一部を改正する条例  

 足立区育英資金条例（昭和３１年足立区条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。  

附則を附則第 1 条とし、同条に見出しとして「（施行期日）」を付し、

附則に次の８条を加える。  

 （新型コロナウイルス感染症対策に係る貸付）  

第２条  区長は、大学等で修学する者が新型インフルエンザ等対策特別

措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の２に規定する新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、学資金が不足し修学の継続が困難

な状態に陥らないようにするため、別表第１に掲げる貸付金のほか、

学資金の貸付を行うものとする。  

 （追加貸付の資格）  

第３条  前条の貸付（以下「追加貸付」という。）を受けることができ

る者は、令和２年５月１８日において、現に、この条例の規定に基づ

き大学、専修学校（専門課程）及び高等専門学校（４年次及び５年次

に限る。）の学資金の貸付を受け、かつ、追加貸付の申請時において、

これらの大学等に在学している者でなければならない。  

 （追加貸付の金額）  

第４条  追加貸付の金額は、１０万円とする。  

 （追加貸付の申請）  

第５条  追加貸付を受けようとする者は、区長が別に定めるところによ

り、区長に申請しなければならない。  



3 

 

２  前項の申請があった場合は、区長は、追加貸付を受ける者を決定し、

申請者に通知する。  

 （追加貸付に係る償還方法）  

第６条  追加貸付により貸し付けた学資金は、大学等を卒業した日又は

退学した日の属する月の翌月から起算し１年を経過した後、月賦の方

法により、２０回で償還しなければならない。ただし、区長が特別な

事情があると認めるときは、この限りでない。  

 （追加貸付に係る利息・違約金）  

第７条  追加貸付に係る利息及び違約金については、第９条の規定の例

による。  

 （追加貸付に係る償還金の免除）  

第８条  区長は、追加貸付を受けた者が大学等を正規の修業年数で卒業

した場合は、追加貸付に係る償還金の全部を免除することができる。  

 （委任）  

第９条  追加貸付について必要な事項は、区長が別に定める。  

   付  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

（提案理由）  

新型コロナウイルス感染症の影響による経済的理由により、大学等の修 

学 が 困 難 な 方 に 対 し 、 緊 急 支 援 と し て 追 加 貸 付 を 行 う た め 、 規

定を整備する必要があるので、この条例案を提出いたします。  
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第 ４ ４ 号 議 案 説 明 資 料  

令和２年５月１５日 

件    名 足立区育英資金条例の一部を改正する条例の送付について 

所管部課名 学校運営部学務課 

内 容 

 

１ 改正理由 

  新型コロナウイルス感染症の影響による経済的理由により、大学等の修 

学が困難な方に対し、緊急支援として追加貸付を行うため、育英資金条例 

の一部を改正する。 

２ 主な改正内容（別紙、新旧対照表を参照） 

（１）附則を附則第１条とし、同条に見出しとして「（施行期日）」を付し、 

附則に次の８条を加える。 

・第２条（新型コロナウイルス感染症対策に係る貸付） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、学資金が不足し修学困難な状 

態にならないように追加貸付の支援を行う。 

・第３条（追加貸付の資格） 

大学、専修学校及び高等専門学校（４年次及び５年次）在学中で、現在、 

足立区育英資金の学資金の貸付を受けている方を追加貸付の対象とす 

る。 

・第４条（追加貸付の金額） 

追加貸付の金額は、１０万円とする。 

・第５条（追加貸付の申請） 

追加貸付は、区長あてに申請を行わなければならない。申請受理後、追 

加貸付を決定して通知を送付する。 

・第６条（追加貸付に係る償還方法） 

卒業又は退学の１年を経過した後、月賦２０回で償還する。 

・第７条（追加貸付に係る利息・違約金） 

正当な事由がなく償還がない場合には、利息・違約金が発生する。    

・第８条（追加貸付に係る償還金の免除） 

大学等を正規の修業年数で卒業した場合、追加貸付額を全額免除とす 

る。 

・第９条（委任） 

他の必要な事項は別に定める。 

３ 施行年月日 

公布の日から施行する。  

４  新制度の概要（参考）  

  別紙資料（Ｐ．１０）のとおり  

今後の方針 
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足立区育英資金条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正前 改正後 

○足立区育英資金条例 ○足立区育英資金条例 

昭和31年３月３日条例第１号 昭和31年３月３日条例第１号 

附 則 附 則 

  （施行期日） 

この条例は、昭和31年４月１日から施行する。 第１条 この条例は、昭和31年４月１日から施行する。 

 （新型コロナウイルス感染症対策に係る貸付） 

第２条 区長は、大学等で修学する者が新型インフルエンザ等対策特別措

置法（平成24年法律第31号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、学資金が不足し修学の継続が困難な状態に陥

らないようにするため、別表第１に掲げる貸付金のほか、学資金の貸付

を行うものとする。 

 （追加貸付の資格） 

第３条 前条の貸付（以下「追加貸付」という。）を受けることができる

者は、令和２年５月18日において、現に、この条例の規定に基づき大学、

専修学校（専門課程）及び高等専門学校（４年次及び５年次に限る。）

の学資金の貸付を受け、かつ、追加貸付の申請時において、これらの大

学等に在学している者でなければならない。 

 （追加貸付の金額） 

第４条 追加貸付の金額は、10万円とする。 

 （追加貸付の申請） 

第５条 追加貸付を受けようとする者は、区長が別に定めるところにより、 

 区長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請があった場合は、区長は、追加貸付を受ける者を決定し、

申請者に通知する。 

 （追加貸付に係る償還方法） 

第６条 追加貸付により貸し付けた学資金は、大学等を卒業した日又は退
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改正前 改正後 

学した日の属する月の翌月から起算し１年を経過した後、月賦の方法に

より、20回で償還しなければならない。ただし、区長が特別な事情があ

ると認めるときは、この限りでない。 

 （追加貸付に係る利息・違約金） 

第７条 追加貸付に係る利息及び違約金については、第９条の規定の例に

よる。 

 （追加貸付に係る償還金の免除） 

第８条 区長は、追加貸付を受けた者が大学等を正規の修業年数で卒業し

た場合は、追加貸付に係る償還金の全部を免除することができる。 

 （委任） 

第９条 追加貸付について必要な事項は、区長が別に定める。 

 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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第４５号議案  

   足立区育英資金条例施行規則の一部を改正する規則の送付につ

いて  

 上記の議案を提出する。  

  令和２年５月１５日  

      提出者   足立区教育委員会教育長  定  野   司  

 

   足立区育英資金条例施行規則の一部を改正する規則  

 足立区育英資金条例施行規則（昭和３１年足立区規則第２号）の一部

を次のように改正する。  

 第６条第２項ただし書中「、入学資金については」を削る。  

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 （提案理由）  

 足立区育英資金条例の改正に伴い、足立区育英資金条例施行規則の一

部を改正する必要があるので、規則案を提出いたします。  
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第 ４ ５ 号 議 案 説 明 資 料  

令和２年５月１５日 

件    名 足立区育英資金条例施行規則の一部を改正する規則の送付について 

所管部課名 学校運営部学務課 

内 容 

 

１ 改正理由 

  新型コロナウイルス感染症の影響による経済的理由により、大学等の修 

学が困難な方に対し、緊急支援として追加貸付及び特別貸付（随時）を行 

うため、足立区育英資金条例施行規則の一部を改正する。 

 

２ 主な改正内容（別紙、新旧対照表を参照） 

（１）学資金の交付（第６条） 

「、入学資金については」の記載を削除する。 

    

３ 施行年月日 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

４ 新制度の概要（参考） 

  別紙資料（Ｐ．１０）のとおり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 
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足立区育英資金条例施行規則の一部を改正する規則 新旧対照表（案） 
 

 改  正  前 改  正  後 

足立区育英資金条例施行規則 

（学資金の交付） 

第６条 学資金は、奨学生に交付する。 

２ 条例第４条の規定による学資金の交付は、修学資金については６月

分を半年ごとに、入学資金については大学等（高等専門学校を除く。）

に入学したときに行う。ただし、入学資金については、区長が特別の

事情があると認めるときは、この限りでない。 

３ 学資金の交付に当たつては、奨学生は区長が別に定める期日までに

足立区育英資金貸付請求書（別記第１号の２様式）を区長に提出しな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

足立区育英資金条例施行規則 

（学資金の交付） 

第６条 学資金は、奨学生に交付する。 

２ 条例第４条の規定による学資金の交付は、修学資金については６月

分を半年ごとに、入学資金については大学等（高等専門学校を除く。）

に入学したときに行う。ただし、区長が特別の事情があると認めると

きは、この限りでない。 

３ 学資金の交付に当たつては、奨学生は区長が別に定める期日までに

足立区育英資金貸付請求書（別記第１号の２様式）を区長に提出しな

ければならない。 

 付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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足立区育英資金緊急対策（新型コロナウイルス感染症関連） 

 

 

 

１ 新型コロナウイルス対策 返済猶予 

対象者  現在、育英資金を償還している社会人約５９０名のうち、償還猶予を

希望する者 

  猶予期間 毎月１５日（閉庁日の場合は直近の開庁日）までの受付分について、

当月分から令和３年５月分までを償還猶予 

※最大１年間猶予（令和２年６月分～令和３年５月分） 

償還再開 令和３年６月分から自動的に償還再開 

申請期間 令和２年５月１８日～令和２年１２月１５日 

申請方法 学務課から対象者に申出書を郵送後、当該申出書を学務課へ郵送にて

提出 

 

 

２ 新型コロナウイルス対策 特別貸付 

対象者    大学・短大・専門学校の在校生１００名 

貸付対象期間 令和２年４月分～令和３年３月分の修学金 

       令和３年度以降も貸付を希望した場合、一般の育英資金の条件を

満たしていれば貸付を継続 

貸付金額   私立大学等５４万円 国公立大学等４２万円 

申請期間   令和２年５月１８日～令和２年１２月１５日（１００名先着順） 

申請方法   郵送または窓口にて申請書・在学証明書・連帯保証人２名の納税

証明書を提出 

 

 

３ 新型コロナウイルス対策 免除条件付緊急貸付 

対象者  足立区育英資金を貸付中の大学・短大・専門学校の在校生約１００名

のうち、追加貸付を希望する者 

貸付金額 １０万円を追加貸付 

償還免除 大学等を正規の修業年限で卒業すれば、１０万円の追加貸付分を償還

免除 

申請期間 令和２年５月１８日～令和２年６月３０日 

申請方法 学務課から対象者に申請書を郵送後、当該申請書を学務課へ郵送にて

提出 

別紙 
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第４６号議案  

   足立区教育委員会事務局幹部職員の人事について  

 上記の議案を提出する。  

  令和２年５月１５日  

      提出者   足立区教育委員会教育長   定  野   司  

 

   足立区教育委員会事務局幹部職員の人事について  

 足立区教育委員会事務局幹部職員の人事を下記のとおり発令する。  

 

               記  

発令年月日   令和２年５月１５日  

（課長級）  

氏   名   島田  裕司  

  職 層 名      副参事  

  発令内容   子ども家庭部子ども施設運営課長を命ずる  

 

（課長級）  

氏   名   望月  義実  

  職 層 名      副参事  

  発令内容   子ども家庭部副参事（子ども施設調整担当）を命ずる  

 

 

（提案理由）  

 教育委員会事務局幹部職員の人事異動を行う必要があるので、この案

を提出いたします。  


